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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 規約 
 

第１章  総 則 

第１条 （名称） 

本連盟は、三重県山岳・スポーツクライミング連盟と称する。 

 

第２条 （構成） 

本連盟は、三重県内の登山団体、スポーツクライミング団体と競技者で、本連盟の趣旨に賛同し、

所定の手続きを経て加盟した団体および個人で構成する。 

三重県高等学校体育連盟登山専門部を、本連盟加盟団体とする。 

 

 

第２章  目的および事業 

第３条 （目的） 

 本連盟は、三重県下の山岳会を統括する団体として、加盟団体相互の連携をはかり、登山技術の

研究研鑽に努めて、安全で環境に配慮した登山文化の健全な発展、山岳スポーツの普及振興に寄与

することを目的とする。 

 

第４条 （事業） 

本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１） 山岳および登山に関する知識と技術の研究および、その普及 

２） スポーツクライミングおよび山岳競技（山岳スポーツ）に関する競技力向上および、その普及 

３） 山岳遭難事故の予防と対策 

４） 登山を通じた自然愛護精神の啓発 

５） 関係諸団体、諸機関との連携 

６） その他、本連盟の目的達成に必要な事業 

 

 

第３章 総 会 

第５条 （総会の決議事項） 

総会に付議すべき事項および、決議事項は次による。 

１） 事業報告並びに事業計画の承認 

２） 決算および予算の承認 

３） 役員改選、並びに監事の承認 

４） 規約の改正 

５） その他重要な事項の決定 

２ 総会は議長、司会、書記、議事録署名者を予め決めて開催する。 
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第６条 （総会の招集・定足数） 

総会の招集は、予め会議に付議する事項を提示して招集する。 

総会は年 1 回以上定時に開催し、招集は会長が行う。 

理事会もしくは、全代議員数の６分の１以上から、会議の目的を明示して請求があった場合は、会

長は遅滞なく臨時に総会を開催しなければならない。 

総会は、全代議員数の２分の１以上の出席（委任状、代理人を含む）が無ければ開催することは出

来ない。 

本連盟の会長、副会長、理事長、副理事長、理事、部選任理事、委員会選任理事は、代議員の員

数に加えることが出来る。 

総会に出席できない代議員は、その加盟団体員から代理を出席させることが出来る。 

 

第７条 （総会の決議） 

１ 総会の決議は、出席代議員の過半数で決議し、賛否同数の場合は議長がこれを決する。 

２ 本連盟規約の改正は、総会において行い、出席代議員の３分の２以上の同意を得なければなら

ない。 

３ 本連盟が他の団体と連合する場合および、他の団体に加入する場合は、総会において出席代

議員の３分の２以上の同意を得なければならない。 

 

第８条 （代議員の選任） 

１ 代議員は加盟団体長が選任した者とする。 

（員数：代議員は加盟団体登録会員数３０名ごとに１名とし、端数は切り上げる。） 

（後任：代議員が他の役員に就任した場合、加盟団体は後任の代議員を選任する。） 

２ 加盟団体が選任する代議員数算出の根拠となる登録会員数は、年度当初の登録会員数による。 

 

第９条 （代議員の職務） 

代議員は総会の決議が必要な事項を審議決定する。 

代議員は、本連盟の運営に対し、意見を述べることが出来る。 

 

第１０条 （代議員の任期） 

１） 代議員の任期は２カ年とし、再任を妨げない。 

２） 代議員に欠員が生じたときは、補欠を行うこととする。 

３） 補欠の任期は前任者の残任期間とする。 

４） 代議員は任期満了後も、後任者が就任するまでの間その職務を遂行する。 

 

 

第４章 役 員 

第１１条 （役員） 

本連盟に次の役員を置く。 

１） 会長                   １名 

２） 副会長                  若干名 

３） 理事長                  １名 
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４） 副理事長                 若干名 

５） 部長                    定足数 

６） 理事                    定足数 

７） 部選任理事、委員会選任理事 定足数 

８） 監事                    ２名 

 

第１２条 （名誉役員） 

１ 本連盟の運営と目的達成に著しく功績があった者を、名誉役員として顕彰することが出来る。 

２ 名誉役員規定を別に定める。 

 

第１３条 （役員の選任） 

会長、副会長、監事は、理事会において推薦し、総会の決議によって選任する。 

理事長、副理事長、部長は、理事会において選任する。 

理事は加盟団体長が選任した者とする。 

（員数：理事は加盟団体登録会員数３０名ごとに１名とし、端数は切り上げる。） 

（後任：理事が他の役員に就任した場合、加盟団体は後任の理事を選任する。 

部選任理事、委員会選任理事、専門部長は、それぞれ所属する部および委員会が推薦し、理事会

が承認する。 

２ 加盟団体が選任する、理事数算出の根拠となる登録会員数は、年度当初の登録会員数による。 

 

第１４条 （職務） 

会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。 

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

理事長は、本連盟の運営を統括する。 

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。 

理事は、本連盟の運営に当たるほか、理事会の決議が必要な事項を審議決定する。 

専門部長は、専門部を統括する 

部選任理事、委員会選任理事は、分担する職務を統括し、その運営に必要な事項を決定する。 

監事は、本連盟の運営、事業、経理を監査し、その結果を総会に報告する。 

 

第１５条 （任期） 

１） 役員の任期は２カ年とし、再任を妨げない。 

２） 役員に欠員が生じたときは、補欠を行うこととする。 

３） 補欠の任期は前任者の残任期間とする。 

４） 役員は任期満了後も、後任者が就任するまでの間その職務を遂行する 

 

 

第５章 組 織 

第１６条 （組織） 

本連盟は、職務遂行のために必要な組織を、理事会の元に置く。 

部は、総務部、登山部、競技部、および臨時に設ける特別部とする。 
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部は、専門委員会を置いてその職務を分担することが出来る。 

委員会は委員長、副委員長、委員で構成し、必要な場合は専門部長、および会計を置くことが出来

る。 

本連盟の組織は公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会（以下、JMSCA と略称する）の

組織に準ずる。 

２ 委員会運営に必要な規定、細則は、別に定める。 

 

第１７条 （事務局） 

本連盟はその職務を遂行するために、三重県内の理事会が認める場所に事務局を置く。 

事務局の構成は次による。 

１） 事務局長             １名 

２） 運営担当事務局員  若干名 

３） 事業担当事務局員  若干名 

４） 経理担当事務局員   １名 

２ 事務局長は総務部長がその任に当たる。 

３ 各職務を担当する事務局員は事務局長が任命する。 

 

 

第６章 理事会 

第１８条 （理事会の決議事項） 

理事会は議長を定めて開催し、議長は理事長が委嘱する。 

理事会は、予めその付議する事項を明示して開催する。但し緊急を要する場合は、その内容を通

知して開催する。 

理事会は、総会の決議を必要としない事項を決議し、総会に提起する事項を決定する。 

理事会の審議事項、決議事項は、報告書に記載する。 

２ 本連盟規約の運用に必要な細則、規定は、理事会において定め、総会に報告する。 

 

第１９条 （理事会の招集・定足数） 

理事会の招集は、必要に応じて理事長が行う。 

理事の５分の１以上から、会議の目的を明示して請求があった場合は、理事長は遅滞なく臨時に理

事会を開催しなければならない。 

理事会は、全理事数の２分の１以上の出席（委任状、代理人を含む）が無ければ開催することは出

来ない。 

本連盟の会長、副会長、理事長、副理事長は、理事の員数に加える。 

理事会に出席できない理事および部選任理事、委員会選任理事は、その加盟団体員もしくは選任

部、選任委員会から代理を出席させることが出来る。 

 

第２０条 （理事会の決議） 

理事会の決議は、出席理事の過半数で決議し、賛否同数の場合は議長がこれを決する。 
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第７章 臨時委員会 

第２１条 （臨時委員会） 

本連盟の運営事項の審議に必要と理事会が認めた場合は、臨時に委員会を設けることが出来る。 

委員会の構成は、本連盟役員の中から理事会で決定する。ただし、審議内容に必要と認められる

場合は、本連盟役員以外のものを加えることが出来る。 

委員会の審議決定事項は、理事会に報告して承認を得る。 

 

 

第８章 加盟・登録 

第２２条 （加盟） 

本連盟に加盟しようとする団体は、団体代表者が記名押印した「三重県山岳・スポーツクライミング

連盟加盟申請書」２通を三重県山岳・スポーツクライミング連盟会長宛に提出すること。 

２ 上記の申し込みを受けた場合は、理事会で加盟の適否を審議し、書面で回答する。 

３ 理事会の承認を受けた新規加盟団体は、会の所在、会長、理事、代議員を記載した「加盟団体年

次登録用紙」と「登録会員一覧表」に、団体加盟金、加盟団体年会費、個人登録料、を添えて事務

局に提出するものとする。 

 

第２３条 （脱退） 

本連盟を脱退しようとする加盟団体は、その理由を記載した脱退届を理事会に提出し、承認を得る

ものとする。 

 

第２４条 （休会、復帰） 

本連盟を休会しようとする加盟団体は、その理由、休会の期間を明記した、加盟団体長名の書面を

理事会に提出し、承認を得なければならない。 

休会中の加盟団体が復帰する場合は、復帰する期日を期した加盟団体長名の書面に加え、「加盟

団体年次登録用紙」、「登録会員一覧表」を添えて、理事会に提出し、承認を得なければならない。 

休会期間は５年以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、理事会の承認を得て期間を延長す

ることが出来る。 

 

第２５条 （除名） 

本連盟の加盟団体とその会員で、次の各号に該当するものは、総会の決議を経て除名できる。 

１） 本連盟の規約に著しく逸脱した場合。 

２） 本連盟の名誉を著しく毀損した場合。 

 

第２６条 （加盟団体の年次登録） 

加盟団体は、会長、会の所在地、会の連絡先、加盟団体選出理事、加盟団体選出代議員、会員数

を記載した「年次登録用紙」を、毎年３月１５日までに提出するものとする。 

加盟団体は所属する会員の名簿を、毎年４月末日までに提出するものとする。 

 

第２７条 （会員の登録） 
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本連盟および JMSCA に登録しようとする者は、本連盟加盟団体を通じて行うものとする。 

２ 本連盟に個人で登録を希望する者は、事務局を通じて行うものとする。 

３ 三重県高等学校体育連盟登山専門部に所属する部員の、本連盟への登録は、三重県高等学校

体育連盟登山専門部に委嘱する。 

 

 

第９章 会 計 

第２８条 （経費の支弁） 

本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。 

１） 団体加盟金、加盟団体年会費、個人登録料 

２） 事業収入 

３） 寄付金 

４） その他の収入 

 ２ 本連盟が開催する事業、および本連盟が認めた行事に出席する者の、費用弁償規定を別に定

める。 

 

第２９条 （加盟金・会費・登録料・納付期限） 

１） 団体加盟金                       ５，０００円（団体加盟時 

２） 加盟団体年会費                   １０，０００円（１加盟団体／１カ年） 

３） 加盟団体年会費（高体連登山部）         １０，０００円（１高等学校／１カ年）

1

 

４） 個人登録料                       ，０００円（登録会員１名／１カ年）  

５） 個人登録料（高体連登山部）             無料  

６） 個人登録料（大学および短期大学）         無料 

年会費、個人登録料の納付は、毎年５月末日までとする。 

 

第３０条 （財務・経理） 

本連盟の財務は、財務委員会が統括する。 

財務委員会は、本連盟の資産、予算、決算、財務状況の推移を適正に管理する。 

本連盟の経理は、事務局の経理担当が行う。 

事務局の経理担当は、資産運用の任に当たるほか、月毎の状況をまとめて財務委員会に報告する。 

事業毎の経理は、事業担当者が所定の項目にまとめ、剰余金とともに事務局の経理担当に報告す

る。 

財務、経理に使用する項目は、事務局の経理担当が作成し、財務委員会の承認を得る。 

 

第３１条 （年度） 

本連盟の事業年度、会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

 

第３２条 （剰余金） 

会計年度の終わりに剰余金が出た場合は、翌年度に繰り越すこととする。 

 

第３３条 （特別会計） 
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本連盟は、総会の決議を得て、特別会計を設けることが出来る。 

 

 

第１０章 表 彰 

第３４条 （表彰） 

 本連盟活動に貢献があった者への、表彰規定を別に定める。 

 

 

第１１章 附 則 

この規約は昭和  年  月  日に施行する。 

附則 1  （昭和 41 年 5 月 15 日） この規約は、昭和 41 年度から適用する。 

附則 2  （昭和 51 年 6 月 20 日） この規約は、昭和 51 年度から適用する。 

附則 3  （昭和 53 年 3 月 12 日） この規約は、昭和 53 年度から適用する。 

附則 4  （昭和 58 年 6 月 9 日） この規約は、昭和 58 年度から適用する。 

附則 5  （平成 7 年 5 月 23 日） この規約は、平成  7 年度から適用する。 

附則 6  （平成 10 年 4 月 12 日） この規約は、平成 11 年度から適用する。 

附則 7  （平成 12 年 5 月 13 日） この規約は、平成 12 年度から適用する。 

附則 8  （平成 16 年 5 月 13 日） この規約は、平成 16 年度から適用する。 

附則 9  （平成 19 年 4 月 7 日） この規約は、平成 19 年度から適用する。 

附則 10  （平成 22 年 4 月 10 日） この規約は、平成 22 年度から適用する。 

附則 11  （平成 28 年 4 月 9 日） この規約は、平成 28 年度から適用する。 

附則 12  （平成 29 年 4 月 8 日） この規約は、平成 29 年度から適用する。 

附則 13  （平成 31 年 4 月 13 日） この規約は、平成 31 年度から適用する。 

附則 14  （令和 2 年 5 月 1 日）    この規約は、令和 2 年度から適用する。 

附則 15  （令和 3 年 5 月 1 日）    この規約は、令和 2 年度から適用する。 
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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 個人登録会員規定 
 

第１章  総 則 

第１条 （目的） 

本規定は、三重県山岳・スポーツクライミング連盟（以下、MMSCA と略称する）加盟団体に所属しな

い個人で、MMSCA の活動に賛同し、本連盟への登録を希望する者に関する事項を定める。 

 

第２条 （名称） 

本規定により、MMSCA に個人登録した者を「三重県山岳・スポーツクライミング連盟個人登録会員」

という。（以下個人登録会員という） 

 

第２章  使命および権限 

第３条 （使命） 

個人登録会員は、MMSCA の定める諸規約諸規定を遵守し、MMSCA 所属会員相互の連携をはか

り、登山技術の研究研鑽に努めて、安全で環境に配慮した登山文化の健全な発展、山岳スポーツの

普及振興に寄与する使命を負う。 

２ 個人登録会員は、公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会（以下、JMSCA と略称する）

へ MMSCA 会員として登録される。 

 

第４条 （権限） 

個人登録会員は以下の権限を有する。 

１） MMSCA が開催する事業へ参加すること。 

２） MMSCA が定める諸資格を取得保持すること。 

３） JMSCA が開催する事業へ MMSCA 加盟会員として参加すること。 

４） JMSCA が定める諸資格を MMSCA 加盟会員として取得保持すること。 

５） 個人登録会員は、MMSCA が定める役員に就任出来ない。 

６） 個人登録会員は、MMSCA の代表として JMSCA、他上部団体、関係団体の役員に就任出来な

い。 

 

第３章 加入及び登録 

第５条 （加入） 

個人登録会員の MMSCA への加入は以下による。 

１） 「三重県山岳・スポーツクライミング連盟個人登録申請書」に記入し、所定の登録料および初年

度年会費、JMSCA 登録料を添えて総務部長に提出する。 

２） 「三重県山岳・スポーツクライミング連盟個人登録申請書」を別に定める。 

 

第６条 （登録） 

登録申し込みを受けた総務部長は、記載の事項を審議し、登録を行う。総務部長は新規に行った
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登録を直近の理事会に報告する。 

 

第７条 （年次登録） 

個人登録会員の登録は年度を超えて継続される。 

 

第８条 （登録の変更） 

個人登録会員で登録事項に変更が生じた場合は、速やかにその内容を書面にて総務部長に提出

するものとする。 

 

第９条 （退会） 

１） 個人登録会員を退会しようとする者は、その理由を記載した退会届を総務部長に提出する 

２） 退会届を受理した総務部長は登録を抹消し、その結果を直近の理事会に報告する。 

 

第１０条 （除名） 

個人登録会員で、次の各号に該当するものは、理事会の決議を経て除名できる。 

１） MMSCA の規約に著しく逸脱した場合。 

２） MMSCA の名誉を著しく毀損した場合。 

３） 年会費を１カ年以上滞納した場合。 

 

第４章 会費・年会費 

 

第１１条 （年会費） 

１） 個人登録会員の年会費を一般２，０００円、１８歳未満１，０００円とする。 

２） 年度の途中で加入した場合も同額とする。 

 

第１２条 （JMSCA 登録料） 

１） 個人登録会員は年会費とは別に JMSCA 登録料を納付しなければならない。 

２） 年度の途中で加入した場合も同額とする。 

 

第１３条 （納付期限） 

１） 入会金、入会年度年会費、および入会年度 JMSCA 登録料は、入会時に納付する 

２） 年会費、及びその年度の JMSCA 登録料の納付は、毎年５月末日までとする。 

 

第５章 附 則 

この規約は平成 29 年 4 月 8 日に施行する。 

令和元年６月２６日 一部改訂（組織名称変更） 
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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 名誉役員規定 
 

第１条 （目的） 

この規定は、登山界の発展に多大な功績が有り、三重県山岳・スポーツクライミング連盟の隆盛に

貢献された、役員、個人を名誉役員に推挙し、その功績を顕彰することを目的とする。 

 

第２条 （称号） 

名誉役員として、次の称号を贈る。 

１） 名誉会長  会長職にあって多大な功績を残した人 

２） 名誉理事  本連盟役員として、多大な功績を残した人 

３） 名誉委員  本連盟委員、または登録会員として、多大な功績を残した人 

 

第３条 （委嘱） 

名誉役員の推挙は、理事会、または加盟団体が行い、理事会が決議して、総会が承認する。 

２ 名誉役員の推載は本連盟会長が行う。 

 

第４条 （員数・任期） 

 名誉役員に員数、任期は定めない。 

 

第５条 （役割） 

 名誉役員は、本連盟の良識の師とし、理事会の要請があればその諮問に応じる。 

 

第６条 （権利） 

 名誉役員は、本連盟の公式行事に参加することが出来る。 

 

令和元年６月２６日 一部改訂（組織名称変更） 
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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 費用弁償規定 
 

第１条 （目的） 

この規定は、本連盟規約第２８条の２に基づき、本連盟が開催する事業、および本連盟が認めて参

加する行事に、出席する者の費用弁償について定め、適正な予算執行を図るものである。 

 

第２条 （適応行事） 

 この規定を適応して、費用弁償する事業、行事は、次のものをいう。 

１） 本連盟が主催し、または共催して実施する会議、事業。 

２） 他団体が主催し開催する会議、事業で、本連盟の要請を受けて参加する行事。 

３） その他本連盟運営に必要として、理事会において認められた行事。 

 

第３条 （適応） 

 費用弁償の範囲は次による。 

１） 旅費 

旅費は公共交通機関を利用した場合、および車両での移動に適応し、通常の生活圏を越え

た場合に支弁する。 

旅費の支弁基準は公共交通機関の乗車、乗船料金、および車両で移動の際は車両１台毎と

し、居住地から、目的地までの通常の往復経路の距離数（ｋｍ）に、理事会で定める金額をかけ

て算出する。 

２） 食費 

 通常の事業における食費はこれを支弁しない。ただし、宿泊をともなう行事で、主催団体があ

らかじめ食費を定めて開催する行事の場合は、その額とする。 

３） 宿泊費 

 通常の事業における宿泊費用はこれを支弁しない。ただし、宿泊をともなう行事で、主催団体

があらかじめ宿泊費を定めて開催する行事の場合は、その額とする。 

４） 日当 

 本連盟が主催して開催する行事の日当は、これを支弁しない。ただし、行事開催に必要として

理事会が認めた派遣に対しては、これを支弁する。 

 日当の額は、拘束される時間、祝祭日、曜日を加味し、理事会が定める。 

５） その他の費用 

 １）～４）に定めるものの他、保険料、消耗品、参加費、資料代等理事会が認めるものは、実費

の範囲で支弁する。 

 

第４条 （精算） 

 費用弁償額は、予め理事会が認めた方法で計算し、参加者が所定の様式に、証票を添付して請求

する。 

 

令和元年６月２６日  名称変更 
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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 登山部指導委員会規定 

 

第一章 総 則 
第１条 （名称） 

 当委員会は、三重県山岳・スポーツクライミング連盟（以下、MMSCA と略称する）登山部指導委員

会という。 

 

第２条 （任務） 

 当委員会は MMSCA 登山部に所属し、同登山部が担当する職務のうち、登山指導に関する部分を

分担する。 

 

第３条 （組織） 

 当委員会は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者のコーチ１（旧：指導員）（山岳、

スポーツクライミング）、コーチ２（旧：上級指導員）（山岳、スポーツクライミング）、コーチ３（旧：コーチ）

（山岳、スポーツクライミング）、コーチ４（旧：上級コーチ）（山岳、スポーツクライミング）および、

MMSCA 山岳指導員、ならびに当委員会任務の遂行に必要として、委員長が推挙し、本人の承諾が

得られた者をもって組織する。（以下山岳指導員という） 

本連盟に所属する山岳指導員は、当委員会に所属しなければならない。 

 

第二章 目的及び事業 
第４条 （目的） 

 当委員会は、安全で楽しい登山文化の普及を目的とし、登山技術と知識の研鑽に努め、その普及を

図るために、総合的かつ計画的な対策を樹立し、推進することを目的とする。 

 

第５条 （事業） 

 当委員会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。 

１）指導員の養成、検定、研修及び指導 

２）登山技術・山岳スポーツの研究及び研鑽 

３）海外登山の報告と情報提供、登山における医科学的知識の普及 

４）MMSCA 連盟を代表して、関係機関への指導員の派遣 

５）関係諸団体と連携し、一般登山・山岳スポーツの普及、安全登山啓蒙及び指導 

６）その他必要とみとめられる事業 

 

第三章 役 員 
第６条 （役員） 

 本委員会に次の役員を置く 

 １） 委員長      １名 

 ２） 副委員長    若干名 

 ３） 事業担当役員   若干名 
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委員長は、委員の互選によって推挙し、MMSCA 登山部の長が理事会に諮って承認を得る。 

副委員長、事業担当役員は委員の互選により委員長が任命する。 

 

第７条 （役員の任期） 

 役員の任期は MMSCA の役員任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。 

 

第８条 （職務） 

１ 委員長は、当委員会を代表し、当委員会の任務を統括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。 

３ 事業担当役員は、各事業の準備、実行に関し、長として運営を担う。 

 

第四章 会 議 
第９条 （会議） 

 会議は役員会、事業ごとの運営会議とする。 

 

第１０条  （役員会） 

１ 役員会は第６条に定める、委員長、副委員長、事業担当役員、事務局員で構成する。 

２ 役員会で以下事項を協議し、MMSCA 登山部の長が理事会に諮って承認を得る。 

 １） 委員会規定の改正 

 ２） 事業計画、事業報告に関する事項 

 

 

第五章 事業収入、経 費 
第１１条 （経費） 

 本会の事業収入、経費は、MMSCA 会計にて処理を行う 

 

 

【付則１】この規定は、平成２８年４月９日から施行する。 

     平成３１年４月１３日 一部訂正 

令和元年６月２６日 一部改正 
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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 山岳指導員規定 
 

 １ 本規定では、三重県山岳・スポーツクライミング連盟（以下、MMSCA と略称する）山岳指導員（以

下山岳指導員という）と、公益財団法人日本スポーツ協会のコーチ１（旧：指導員）、コーチ２（旧：

上級指導員）、コーチ３（旧：コーチ）、コーチ４（旧：上級コーチ）（以下日本スポーツ協会コーチと

いう）の三重県山岳・スポーツクライミング連盟での取り扱いについて定める。 

２ 第一章～第四章では、山岳指導員について、第五章では日本スポーツ協会コーチについて規

定する。 

 

第一章 三重県山岳連盟山岳指導員 

第１条 （山岳指導員） 

   山岳指導員とは以下の者をいう。 

① MMSCA 登山部指導委員会（以下、登山部指導委員会という）が実施する MMSCA 山岳指導員

認定検定に合格し、登山部指導員会に登録した者。 

② 指導員としてふさわしい、卓越した技術、経験と人格を備えていると認められる者で、本人了承

の上、登山部指導委員会が認定した者。 

 

第２条 （名誉山岳指導員） 

  MMSCA 名誉山岳指導員とは、本規定第１条に定義する山岳指導員で、長年にわたり MMSCA お

よび、登山部指導委員会の活動に貢献があった者で、本人が希望し、登山部指導委員会の推薦に

よって MMSCA 会長が認めた者をいう。 

 

第二章 資 格 
第３条 （資質） 

山岳指導員は善良な市民としての資質に加え、安全で楽しい登山に必要な知識と技術を備え、

登山文化の隆盛に貢献できる人でなければならない。 

 

第４条 （資格） 

   第一章第１条に規定する山岳指導員で、MMSCA 加盟団体、MMSCA および、登山部指導員会

に登録した者。 

 

第 5 条 （責務） 

１ 山岳指導員は、指導者としての自覚をもって登山技術の研鑽を図るほか、登山者の指導とマナ

ーの向上に努め、その範となって登山文化の隆盛発展に努めなければならない。 

２ 山岳指導員は、登山部指導員会に所属しなければならない。 

３ 山岳指導員は、MMSCA が行う行事および、所属加盟団体の行事に積極的に参加しなければな

らない。 

４ 山岳指導員は、所定の研修会に参加しなければならない。 

５ 山岳指導員は、研修会等で学びえたことを所属団体にて伝達・指導を行わなければならない。 
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６ 他団体が主催するイベント等に MMSCA の「山岳指導員」の称号をもって参加する場合は事前

に指導委員長の承諾を得ること。 

 

 

第6条 （資格の喪失） 

１ 山岳指導員で、正当な理由無く指導委員会の研修会、行事に参加しない者は、指導委員会役員

会の諮問に応じ、指導委員長の決定によって資格を喪失することがある。 

２ MMSCA 規約、規定に違反し、または所属加盟団体の規律に違反した者は、指導委員会役員会

の諮問に応じ、指導委員長の決定によって資格を喪失することがある。 

３ 所属加盟団体への登録および、MMSCA への登録を行わない者は、資格を喪失する。 

 

第7条 （資格の休止） 

１ 山岳指導員で指導員としての活動を休止しようとする者は、その理由を記した「指導員資格休止

届け」に休止の期間を明記し、指導委員長に届け出るものとする。同届けを受け取った指導委員

長は、指導委員会役員会に諮り一定期間資格を休止することが出来る。 

２ 資格休止期間は５年程度とし、これを超える場合は再度「指導員資格休止届け」を提出するもの

とする。 

３ 資格休止期間は、指導員資格の経歴に加算しない。 

 

第三章 認定検定 
第８条 （認定検定） 

MMSCA 山岳指導員認定検定は、登山部指導委員会が別途要項を定めて実施し、指導委員会

役員会にて認定を行う。また、登山部長を通じて理事会へ報告する。 

 

第１０条 （受験資格） 

1. 山岳指導員認定検定受験者は、下記項目に該当する者で、MMSCA 加盟団体長の推薦を受

けた者とする。 

① 山岳指導員として活動の意志がある者。 

② 満２０歳以上で上限は定めない。 

③ MMSCA 加盟団体の会員で、パーティ登山のリーダー経験・能力を有し、所属加盟団体の指

導的な立場にあること。 

④ 四季を通じて三重県内の山域に登山でき、地域の登山者に指導ができる者。 

⑤ MMSCA 行事に参加し、指導、引率ができる者。 

2.  受験者は検定申し込み時点までに、公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会（以

下、JMSCA と略称する）、MMSCA、所属加盟団体が実施した、研修会、講習会、行事で、指導

委員会役員会が認めるものに 3 回以上参加していること。 

3. 研修会、講習会、行事は以下のものをいう。 

① JMSCA が実施する、登山技術、登山指導、遭難対策、捜索救助、自然保護、救急医療に

関する研修会、講習会、行事。 

② MMSCA が実施する、登山技術、登山指導、遭難対策、捜索救助、自然保護、救急医療に
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関する研修会、講習会、行事。 

③ MMSCA が実施する、登録会員および一般登山者向け行事の引率と指導。 

④ 所属加盟団体が実施する研修会、講習会への参加および、行事の引率と指導。 

⑤ 指導委員会役員会が指定した行事。 

 

第四章 登 録 
第１１条  （登録） 

１ 山岳指導員は、MMSCA に登録しなければならない。 

２ 山岳指導員は、４年ごとに登録を更新しなければならない。 

３ 休止期間中の指導員は、特別な事情が無い限り、４年ごとに登録を更新しなければならない。 

４ 登録内容に変更が生じた場合は速やかに指導委員長に報告しなければならない。 

 

第１２条 （登録料） 

1. 新規に指導員登録するものは、以下の登録料を指導委員会に支払う。 

① 新規登録料 １，０００円（新規登録時） 

2. 名誉指導員および日本スポーツ協会スポーツ指導者は新規登録料を免除される。 

 

第１３条 （認定書） 

MMSCA 山岳指導員は、MMSCA が発行する認定書を授与される。 

 

 

第五章 （公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の取り扱い 
 

 （公財）日本スポーツ協会指導者で、MMSCA を主たる活動の場として登録する者は、（公財）日本ス

ポーツ協会公認スポーツ指導者および JMSCA の諸規定に従うほか、本規定第一章～第四章の定め

に従うものとする。 

但し、第１３条の MMSCA 認定証の発行は適用しない。 

 

付則 本規定は、平成１７年４月１日より施行する。 

平成１６年１０月１日 一部改正 

平成１８年３月３１日 一部改正 

平成２７年４月１１日 一部改正 

平成２８年４月９日  一部改正 

令和元年６月２６日 一部訂正 
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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 競技部規定 

 

第一章 総 則 
 

第１条 （名称） 

 当部は、三重県山岳・スポーツクライミング連盟（以下、MMSCA と略称する）競技部という。 

 

第２条 （任務） 

 当部は MMSCA が統括する職務のうち、スポーツクライミング競技、登山競技に関する事項を分担

する。 

 

第３条 （組織） 

 当部は、MMSCA に加盟する団体の会員、個人登録会員のうち、競技運営、技術・審判と選手強化

に携わる者をもって組織する。 

 

第二章 目的及び事業 
 

第４条 （目的） 

 当部は、三重県を主たる活動の拠点とする競技者の競技力向上を図り、安全な登山競技とスポーツ

クライミングの健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

第５条 （事業） 

 当委員会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。 

１） 関係諸団体との連携 

２） スポーツクライミングおよび山岳競技の指導 

３） スポーツクライミングおよび山岳競技の研究と研鑽 

４） スポーツクライミングおよび山岳競技選手の育成 

５） スポーツクライミングおよび山岳競技の競技会の開催 

６） スポーツクライミングおよび山岳競技に携わる役員の育成 

７） MMSCA 競技部を代表して、関係機関へ委員の派遣 

８） その他 MMSCA 競技部の目的達成に必要とみとめられる事業  

 

第三章 役 員 
 

第６条 （役員） 

本委員会に次の役員を置く 

１） 競技部長          １名 

２） 競技副部長        １名 

３） 競技運営委員長     １名 
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４） 技術・審判委員長   １名 

５） 選手強化委員長     １名 

 

競技部長、副部長は、競技部員の互選によって推挙し、理事会に諮って承認を得る。 

競技運営委員長、技術・審判委員長、選手強化委員長、は委員の互選により競技部長が任命する。 

 

第７条 （役員の任期） 

 役員の任期は MMSCA の役員任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。 

 

第８条 （職務） 

競技部長は、当部を代表し、当部の任務を統括する。 

競技副部長は、競技部長を補佐し、競技部長に事故ある時はその職務を代行する。 

各委員長は、それぞれ各専門委員会を運営する。 

 

第四章 会 議 
 

第９条 （会議） 

 会議は役員会とする。 

 

第１０条 （役員会） 

 役員会は第６条に定める、競技部長、競技副部長、および専門委員長で構成する。 

２ 役員会で以下事項を協議し、競技部長が理事会に諮って承認を得る。 

 １） 委員会規定の改正 

 ２） 事業計画、事業報告に関する事項 

 

第五章 経 費 
 

第１１条 （経費） 

 競技部の経費は、上部団体交付金、MMSCA 分担金、事業収入、他をもって当てる。 

 

第１２条 （年度） 

 当部の会計年度は MMSCA 会計年度に準ずる。 

 

 

【付則】 

 この規約は、平成２９年４月８日から施行する。 

 令和元年６月２６日 一部改訂 
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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 遭難対策委員会規定 

 

第一章 総 則 
第１条 （名称） 

 当委員会は、三重県山岳・スポーツクライミング連盟（以下、MMSCA と略称する）遭難対策委員会と

いう。 

 

第２条 （組織） 

 当委員会は、MMSCA 理事会の直轄組織とし、MMSCA 加盟団体から各々1 名以上の委員を選出し

て組織する。 

 

 

第二章 目的及び事業 
第３条 （目的） 

当委員会は、山岳遭難事故防止に関する事業を推進し、かつ、加盟団体相互の連携をはかり、

MMSCA 会員並びにその家族が山岳遭難事故に遭遇した場合には相互扶助による活動を支援するこ

とを目的とする。 

 

第４条 （事業） 

 当委員会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。 

１） 遭難防止に関する啓発宣伝 

２） 遭難防止対策の指導 

３） 遭難原因の調査と報告  

４） 関係団体との連携・情報共有 

５） 加盟団体相互の連携と相互扶助活動 

 

 

第三章 役員及び委員 
第５条 （役員及び委員） 

 本委員会に次の役員、委員を置く 

１） 委員長     １名 

２） 副委員長   若干名 

３） 委員      MMSCA 加盟団体から各々１名以上 

 

第６条 （役員の選任） 

委員長、副委員長は、MMSCA 正副会長・理事長が推薦し、理事会に諮って選任する。 

委員は、MMSCA 加盟団体の会長・代表者および加盟団体が推挙する者とする。 

 

第７条 （職務） 

委員長は、当委員会を代表し、当委員会の活動を統括する。 
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副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。 

委員は、所属団体において山岳遭難の予防及び加盟団体相互の連携をはかる。 

 

第８条 （任期） 

役員及び委員の任期は、MMSCA の役員任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。 

 

 

第四章 事業報告 
第９条 （事業報告） 

委員長は、理事会において定期的に活動報告を行う。 

 

 

第五章 経 費 

第１０条 （経費） 

本委員会の経費は、MMSCA 一般会計にて処理を行う。 

 

 

第六章 相互扶助 
第１１条 （相互扶助） 

MMSCA 会員並びにその家族が山岳遭難事故に遭遇した場合には MMSCA 加盟団体の代表者

は、MMSCA 会長又は理事長に捜索等の支援活動を要請することができる。 

 

第１２条 （原因調査と報告） 

支援活動を要請した MMSCA 加盟団体の代表者は、MMSCA 会長又は理事長に対して山岳遭難

事故の原因調査と再発防止対策を報告する。また、報告書は理事会において情報公開する。 

 

 

第七章 外部からの支援要請 

第１３条 （外部からの支援要請） 

警察及び第三者など MMSCA の外部から山岳遭難事故等の支援要請が届いた場合には、

MMSCA 正副会長・理事長及び遭難対策委員長で協議のうえ、受諾の可否を判断する。 

受託の場合は別途細則を定めて活動する。 

 

付則 

この規定は、令和２年１２月１日から施行する。 
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【様式１】 

三重県山岳・スポーツクライミング連盟 加盟申請書 
 

三重県山岳・スポーツクライミング連盟 

会 長    様 

（西暦）      年   月   日 

           役 職 名     

 代表者氏名             （印） 

 

１． 三重県山岳・スポーツクライミング連盟規約第 22 条に従い 『加盟』 を申請します。 

２． 三重県山岳・スポーツクライミング連盟規約第 23 条に従い 『脱退』 を申請します。 

３． 三重県山岳・スポーツクライミング連盟規約第 24 条に従い 『休会』 を申請します。 

４． 三重県山岳・スポーツクライミング連盟規約第 24 条に従い 『復帰』 を申請します。 

（該当する申請番号を〇で囲む） 

 

お取り計らいの程、よろしくお願い申しあげます。 

 

団体の名称  

代表者の氏名  

代表者の郵便番号・住所 
 

 

自宅電話番号  

携帯電話番号  

メールアドレス（Email）  

 

------------------------------------------------------------------------------- 

申請に対する回答書 
 

貴団体からの上記申請に対し、理事会で適否を審議した結果を 

ご回答申し上げます。 

 

承 認 ・ 非承認  （どちらかを〇で囲む） 

 

（西暦）        年    月   日 

三重県山岳・スポーツクライミング連盟 

会 長                （印）  
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【別紙①】加盟団体年次登録用紙（例） 

 

 

【別紙②】加盟団体登録会員一覧表（例） 

  

平成31年度 三重県山岳（・スポーツクライミング）連盟加盟団体年次登録用紙

登録会員数
（2019/04/01現在）

会の役職 岳連代議員・役員 氏名（フリガナ） 氏名 郵便番号 住所 自宅電話番号 E-Mailアドレス 携帯電話番号

会長（会の代表） リストから選択

代表 　　

会の連絡先 団体選出理事

事務局（会の連絡先） 団体選出代議員

役職理事

監事

顧問（名誉会長・名誉理事）

　　

　　

　　

　　

※会の代表者・連絡先者及び岳連役員等のみ記入してください。　（会員名簿は4月1日以降、別用紙での提出です。）
※登録会員数は記入日時点でわかっている概数を記入してください。
※会の役職名称は、会長、代表、その他職名、会の連絡先、事務局（会の連絡先）と記入してください。岳連代議員・役員名称はリストから選択してください。
※代議員・理事数算出根拠（30 名ごとに1 名とし、端数は切り上げる）　 1～30人　1名、31～60人　2名、　61～90人　3名、　91～120名　4名
※理事が他の役員に就任した場合、加盟団体は後任の理事を選任すること（平成31年度は改選なし）
※平成30年度に改選された役員［任期2年］及び名誉役員がいる団体はその方も記入してください。（シート２参照・黄色）

提出日： 2019/03/＊＊

提出期限：3月15日　（規約第26条）

　　　名

加盟団体名

会の所在地 三重県◯◯市◯◯◯町◯◯◯◯◯　　　　　　　

代表者　（役職名）・氏名 （　　　　　　　　）

会の連絡先者氏名

三重県山岳・スポーツクライミング連盟団体登録会員届

平成31年度（2019年度） 提出日：

加盟団体名： ※黄色枠のみ記入して報告ください。

会員数： 　　　　　　　 名
2019/6/5

No. 氏名 フリガナ 性別 生年月日 年齢 （日山協） （その他） 血液型 郵便番号 住所 自宅TEL 自宅FAX E-mailアドレス 携帯電話番号 携帯メールアドレス

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

加入の山岳保険にO印　
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【様式２】 

三重県山岳・スポーツクライミング連盟 個人登録申請書 

 

三重県山岳・スポーツクライミング連盟 

会 長           様 

 

                       申し込み （西暦）     年   月   日 

記入者氏名                           

 

１． 三重県山岳・スポーツクライミング連盟へ 『登録』 を申請します。 

２． 三重県山岳・スポーツクライミング連盟へ 『退会』 を申請します。 

（該当する申請番号を〇で囲む） 

【個人情報】 

フリガナ  

氏 名  

生年月日 西暦        年 （昭和・平成     年）     月    日生 

現住所 〒 

電話番号 （自宅）            （携帯・スマートフォン） 

メールアドレス 

（Email） 

（自宅・パソコン） 

（携帯・スマートフォン） 

性別 ・ 血液

型 
（性別）  男性 ・ 女性 （血液型）      型 RH＋・RH－ 

勤務先または 

通学先の情報 

（名称） 

（所在地） 

緊急時連絡先 

（家族・親族） 

（氏名・続柄） 

（電話番号） 

【登録内容・資格】 該当する項目の□にレ点をご記入ください。 

種 別 備考 

□ 一般 □ JSPO スポーツ指導者（          ）  

□   

□   

□ 競技部 □ 選手（種目：                 ）  

□ 監督・指導者（種目：            ）  

□ 競技審判（                  ）  

□ 競技運営（                  ）  

※個人情報は、三重県山岳・スポーツクライミング連盟登録および必要な範囲でのみ使用します。 

上記申請内容に変更が生じた場合は、すみやかに事務局へご連絡ください。 

※登録料の振込先 

  （金融機関）百五銀行 県庁支店 （口座番号）普通 ５６１００ 

  （名義）三重県山岳連盟 会長 根本幹雄 
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【様式４】 

費 用 精 算 書 

 

提出日 （西暦）       年    月   日 

 精算者氏名                      （印） 

行事名  

開催年月日 開始：       年    月    日 ～ 終了：        年    月    日 

参加者氏名 

   参加者数 

   
名 

   

利用交通機関 

該当欄の□にㇾ  
□ １．公共交通機関 □ ２．車両利用 □ １．公共交通機関＋２．車両利用 

１．公共交通 

機関利用 

出発駅  目的駅  

経由駅  

一人あたりの乗車料金 

（複数記入可） 

   名          円    名          円 

   名          円    名          円 

① 合計公共交通機関交通費 
 

円 

２．車両利用 

出発駅  目的駅  

経由駅  台 数  

１台あたり走行距離（往復）＝             ｋｍ 

１台あたり走行距離ｋｍ×２３円＝           円 
有料代金 

１台あたり 

円 

② 合計車両交通費 
 

円 

３ ． 会 費 ・ 参 加

費・資料代等 

名 目  

（領収書添付） 

 
③合計 

円  

４．宿泊費 
宿泊施設名 

（領収書添付） 

 
④合計 

円  

５．その他費用 
名 目 

（領収書添付） 

 
⑤合計 

円  

出張費用合計 
 

円 

＊ご請求の費用は金融機関への振込処理とさせて頂きます。必ずご記入ください。 

【振込先】 金融機関・・・       銀行     支店 

口座番号・・・ 

名義人 ・・・ 

【備考】 
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  2
0
1
9
年

6
月

度
　
理

事
会

提
案

要
旨

（
総

務
部

作
成

：
2
0
1
9
年

6
月

2
6
日

時
点

）
タ
イ
ト
ル

文
書
番
号

改
定
番
号

最
新
改
定
日

改
定
方
針

改
定
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど

三
重

県
山

岳
・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
 規

約
M

M
S
C
A
-A

0
0
1

R
E
V
1
3

2
0
1
9
/4

/1
3

A
.現

状
通

り
・
2
0
1
9
年

4
月

総
会

で
組

織
名

称
変

更
を

承
認

三
重

県
山

岳
・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
 個

人
登

録
会

員
規

定
M

M
S
C
A
-B

0
0
1

R
E
V
2

2
0
1
9
/6

/2
6

B
.改

訂
予

定

・
組

織
名

称
変

更

・
第

1
1
条

入
会

金
の

廃
止

　
(現

状
：

1
,0

0
0
円

⇒
変

更
後

：
0
円

)

・
第

1
2
条

年
会

費
の

金
額

変
更

　
(現

状
：

1
,0

0
0
円

⇒
変

更
後

：
一

般
2
,0

0
0
円

、
1
8
歳

未
満

1
,0

0
0
円

)

三
重

県
山

岳
・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
 名

誉
役

員
規

定
M

M
S
C
A
-B

0
0
2

R
E
V
1

2
0
1
9
/6

/2
6

A
.現

状
通

り
・
組

織
名

称
変

更
の

み

三
重

県
山

岳
・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
 表

彰
規

定
M

M
S
C
A
-B

0
0
3

R
E
V
0

2
0
1
9
/4

/1
3

C
.廃

止
予

定
・
功

績
表

彰
は

、
三

重
県

（
ス

ポ
ー

ツ
功

労
賞

、
ス

ポ
ー

ツ
優

良
団

体
賞

な
ど
）

ま
た

は
国

（
叙

勲
・
褒

章
）

へ
の

推
薦

に
移

行
す

る
こ
と
と
し

、
本

規
定

は
廃

止
と
す

る
。

三
重

県
山

岳
・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
 費

用
弁

償
規

定
M

M
S
C
A
-B

0
0
4

R
E
V
1

2
0
1
9
/6

/2
6

A
.現

状
通

り
・
組

織
名

称
変

更
の

み

三
重

県
山

岳
・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
 登

山
部

指
導

委
員

会
規

定
M

M
S
C
A
-B

0
0
5

R
E
V
2

2
0
1
9
/6

/2
6

B
.改

訂
予

定
・
組

織
名

称
変

更

・
組

織
体

系
、
役

員
、
会

議
な

ど
全

面
見

直
し

三
重

県
山

岳
・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
 山

岳
指

導
員

規
定

M
M

S
C
A
-B

0
0
6

R
E
V
6

2
0
1
9
/6

/2
6

B
.改

訂
予

定

・
組

織
名

称
変

更

・
第

3
章

認
定

検
定

の
要

件
見

直
し

・
第

1
2
条

登
録

料
（

４
年

間
）

の
廃

止

　
(現

状
：

1
,0

0
0
円

⇒
変

更
後

：
0
円

)

三
重

県
山

岳
・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
 競

技
部

規
定

M
M

S
C
A
-B

0
0
7

R
E
V
1

2
0
1
9
/6

/2
6

B
.改

訂
予

定
・
組

織
名

称
変

更

・
組

織
体

系
、
役

員
、
会

議
な

ど
全

面
見

直
し

三
重

県
山

岳
・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
 競

技
部

登
録

規
定

M
M

S
C
A
-B

0
0
8

R
E
V
1

2
0
1
9
/4

/1
3

C
.廃

止
予

定
・
個

人
登

録
と
一

本
化

す
る

た
め

、
本

規
定

は
廃

止
と
す

る
。

三
重

県
山

岳
・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
 登

山
部

遭
難

対
策

委
員

会
規

定
M

M
S
C
A
-B

0
0
9

R
E
V
6

2
0
1
9
/4

/1
3

三
重

県
山

岳
・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
 遭

難
対

策
委

員
会

費
用

弁
償

規
定

M
M

S
C
A
-B

0
1
0

R
E
V
1

2
0
1
9
/4

/1
3

【
様

式
１

】
三

重
県

山
岳

・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
　
加

盟
申

請
書

M
M

S
C
A
-C

0
0
1

R
E
V
1

2
0
1
9
/6

/2
6

B
.改

訂
予

定

・
加

盟
/脱

退
/休

会
/復

帰
を

選
択

で
き

る
よ

う
に

文
言

を
変

更
す

る
。

　
（

連
盟

規
約

第
2
2
条

、
第

2
3
条

、
第

2
4
条

に
対

応
）

・
別

紙
①

 追
加

（
加

盟
団

体
年

次
登

録
用

紙
例

）

・
別

紙
②

 追
加

（
加

盟
団

体
登

録
会

員
一

覧
表

例
）

【
様

式
２

】
三

重
県

山
岳

・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
　
個

人
登

録
申

請
書

M
M

S
C
A
-C

0
0
2

R
E
V
1

2
0
1
9
/6

/2
6

B
.改

訂
予

定
・
廃

止
予

定
の

競
技

部
登

録
申

請
書

【
様

式
３

】
と
統

合

・
個

人
が

保
有

す
る

資
格

の
有

無
・
継

続
可

否
を

確
認

す
る

項
目

を
追

加
。

【
様

式
３

】
三

重
県

山
岳

・
ス

ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ

ミ
ン

グ
連

盟
　
競

技
部

登
録

申
請

書
M

M
S
C
A
-C

0
0
3

R
E
V
0

2
0
1
9
/4

/1
3

C
.廃

止
予

定
・
個

人
登

録
申

請
書

【
様

式
２

】
と
一

本
化

す
る

た
め

、
本

規
定

は
廃

止
と
す

る
。

【
様

式
４

】
費

用
清

算
書

M
M

S
C
A
-C

0
0
4

R
E
V
1

2
0
1
9
/6

/2
6

B
.改

訂
予

定

・
組

織
名

称
変

更

・
費

用
振

込
先

の
金

融
機

関
指

定
口

座
を

追
記

　
（

金
銭

会
計

の
明

確
化

・
合

理
化

）
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20
21

年
度

年
次

総
会

承
認

事
項

を反
映

（
総

務
部

作
成

：
20

21
年

4月
29

日
時

点
）

　：
橋

川

タイ
トル

文
書
番
号

改
定
番
号

最
新
改
定
日

改
定
方
針

改
定
のポ

イン
トな
ど

三
重

県
山

岳
・ス

ポー
ツク

ライ
ミン

グ連
盟

 規
約

MM
SC

A-
A0

01
RE

V1
5

20
21

/5
/1

総
会

議
案

承
認

個
人

登
録

会
員

に関
する

事
項

につ
いて

、

・（
第

27
条

2項
）

会
員

の登
録

・（
第

29
条

2項
・5

項
）

会
費

・登
録

料

三
重

県
山

岳
・ス

ポー
ツク

ライ
ミン

グ連
盟

 個
人

登
録

会
員

規
定

MM
SC

A-
B0

01
RE

V2
20

19
/6

/2
6

三
重

県
山

岳
・ス

ポー
ツク

ライ
ミン

グ連
盟

 名
誉

役
員

規
定

MM
SC

A-
B0

02
RE

V1
20

19
/6

/2
6

三
重

県
山

岳
・ス

ポー
ツク

ライ
ミン

グ連
盟

 費
用

弁
償

規
定

MM
SC

A-
B0

04
RE

V1
20

19
/6

/2
6

三
重

県
山

岳
・ス

ポー
ツク

ライ
ミン

グ連
盟

 登
山

部
指

導
委

員
会

規
定

MM
SC

A-
B0

05
RE

V2
20

19
/6

/2
6

三
重

県
山

岳
・ス

ポー
ツク

ライ
ミン

グ連
盟

 山
岳

指
導

員
規

定
MM

SC
A-

B0
06

RE
V6

20
19

/6
/2

6

三
重

県
山

岳
・ス

ポー
ツク

ライ
ミン

グ連
盟

 競
技

部
規

定
MM

SC
A-

B0
07

RE
V1

20
19

/6
/2

6

三
重

県
山

岳
・ス

ポー
ツク

ライ
ミン

グ連
盟

 遭
難

対
策

委
員

会
規

定
MM

SC
A-

B0
11

RE
V0

20
20

/1
2/

1
新

しい
遭

難
対

策
委

員
会

の規
定

とし
て2

02
0年

10
月

度
理

事
会

で提
案

し

20
20

年
11

月
度

理
事

会
で一

部
修

正
のう

え承
認

され
た。

【様
式

１
】三

重
県

山
岳

・ス
ポー

ツク
ライ

ミン
グ連

盟
　加

盟
申

請
書

MM
SC

A-
C0

01
RE

V1
20

19
/6

/2
6

【様
式

２
】三

重
県

山
岳

・ス
ポー

ツク
ライ

ミン
グ連

盟
　個

人
登

録
申

請
書

MM
SC

A-
C0

02
RE

V1
20

19
/6

/2
6

【様
式

４
】費

用
清

算
書

MM
SC

A-
C0

04
RE

V1
20

19
/6

/2
6




